
Ⅰ．基本姿勢 

       

昨今、少子高齢化や人口減少が急速に進むなか、社会構造の変化により地域住民のニー

ズは多様化・複雑化しており様々な地域生活課題が広がっている。 

このような状況の中、当会は「地域福祉の推進」を重要課題とし、すべての人が同じ地

域で暮らす一員として互いに尊重し、助けあい、地域ぐるみで地域の課題を解決する取り

組みが推進できるよう、令和５年度からは、「生活支援体制整備事業」を龍ケ崎市から受託

し、拡充しながら体制づくりに取り組んできたところである。 

今後もこの体制づくりについては、さらなる推進を目指し取り組んでいくものとしつつ 

令和 7 年度は、令和６年度に策定した「社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会第三次経営

推進プラン」を踏まえ、誰もがその人らしく、安心して暮らすことができるよう、市民一

人ひとりとしっかりと寄り添い、向き合いながら、権利擁護にかかる相談支援体制につい

ても強化させていくものとする。 

 

 

 

Ⅱ．新規・継続重点事業 

【 新規・重点事業 】 

(仮称)成年後見サポートセンターの開設 P.7 

・本会では、地域福祉を推進する中で権利擁護支援への取組みとして、日常生活自立支援事業の

実施や成年後見制度の活用により、判断能力が不十分な方の地域生活を支援してきた。 

こうした中、高齢化の進行、認知症や要介護者は増加し続けており、権利擁護の支援体制のさ

らなる充実が求められている。その課題に対し、本会においては、龍ケ崎市第３期地域福祉計画・

龍ケ崎市第３期地域福祉活動計画（龍ケ崎市成年後見制度利用促進基本計画）における事項のひ

とつとして掲げられている、市が設置した地域連携ネットワークづくりに参画し、権利擁護にか

かる相談支援体制の強化に向け協議を進めてきたところである。 

これらの取り組みを踏まえつつ龍ケ崎市と検討を進め、令和７年度中に「（仮称）成年後見サポ

ートセンター」を開設する。 

 

 

【 継続重点事業 】 

  災害ボランティアセンターの機能強化 P.3  

・災害時の円滑な支援が行えるよう、災害ボランティアネットワーク連絡会の活動を充実させ、

行政及び市内の企業や団体、関係機関と更なる「顔の見える関係」の構築を進める。 

  生活支援体制整備事業 P.11 

   ・すべての高齢者が安心して暮らし続けることができるよう、生活支援コーディネーターが地域

活動や協議の場を訪問し、地域のニーズを把握、ささえあいの地域づくりや社会参加の促進に取

り組む。 

 

 

 

 



Ⅲ．実施事業 

 

企画広報事業【自主事業】 

 

1.広報啓発事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)会員の増強 

広報紙やチラシ、ＳＮＳ等の媒体を活用し、本会の活動に

対する理解と会費に対する協力を呼びかけるとともに住民

自治組織や企業、事業所に対し協力依頼を行う。 

 

(2)カレンダー作成 

本会をＰＲするための媒体として、令和 8年度用カレンダ

ーを作成し、関係機関へ配布する。 

 

(3)ホームページ等運営 

地域福祉活動に対する住民の理解及びボランティア活動

への参加促進のため、「しゃきょうだより」と連動してホー

ムページ、ＳＮＳ等の広報媒体を通して情報の発信、本会の

ＰＲを行う。とりわけＳＮＳについてはフェイスブックを活

用しているが、より広く周知できるよう他の媒体のＳＮＳ活

用について検討を進める。 

 

令和 7年 6月 

 

 

 

 

令 8年 3月 

 

 

 

随時更新 

 

2.社会福祉大会事業    

事業の目的・概要 実施時期等 

社会福祉の発展に功績があった個人・団体等を顕彰するた

め式典を開催し、福祉活動に対する住民の意識の高揚と振興

を図る。 

＜内容＞ 

社会福祉功労者表彰、善行青少年表彰、社会福祉事業協力

感謝、事例発表等 

時期  

令和 8年 3月 7日（土） 

場所 

大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ボランティアセンター事業 

 

1.ボランティアセンター運営事業【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)ボランティアセンター運営 

①地域活動の振興を目的とし、ボランティア活動を行う団

体に対して、会議、研修、作業を行うためのスペースを提

供する。 

 

②ボランティアに関する情報を収集し、地域において活動

している方や、これから活動を始めようとする方の相談に

応じる。また、地区や福祉施設等の要望に応じ、催事にお

ける協力者としてボランティアを紹介する。 

 

③使用済み切手・プリペイドカード等の回収箱を各支

所・コミュニティセンター等に設置し収集する。 

  寄せられた切手等は、茨城県社会福祉協議会で取りま

とめ、換金されボランティア団体等に活用される。 

   

(2)福祉出前講座 

福祉活動の普及を目的として、ボランティアとの連携によ

り、学校等で出前講座を実施する。 

＜活動メニュー＞ 

車いす・アイマスクガイド体験、点字、手話、障がい者疑

似体験等 

 

(3)ボランティア講座 

地域におけるボランティア活動の第一歩として、基本的な

知識と技術を習得することを目的とし、住民が気軽に参加で

きる入門的な講座を開催する。 

 

 

随時対応 

 

 

 

随時対応・調査 

 

 

 

 

随時受付 

 

 

 

 

随時受付・対応 

 

 

 

 

 

 

音訳入門講座 9～12月（予定） 

ボランティア入門 2月（予定） 

 

 

2.災害ボランティアセンターの機能強化 重点  

事業の目的・概要 実施時期等 

災害時の円滑な支援を目的に、災害ボランティアネット

ワーク連絡会の活動を充実させ、市内の企業や団体、関係

機関の「顔の見える関係」の構築を進める。 

研修会の実施・ふれ愛広場への参加・市の防災訓練への参

加（災害ボランティアセンター運営訓練） 

  

研修会 上半期（予定） 

ふれ愛広場（10月） 

市防災訓練（11月） 

 

 

 



3.ボランティア振興事業 【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)ボランティア連絡協議会活動支援 

市内の様々な団体で構成される龍ケ崎市ボランティア連

絡協議会を支援し、当市のまちづくりにおけるボランティア

活動の振興及び住民への啓発を図る。 

＜登録団体＞ 

33団体（令和 7年 3月 1日現在） 

＜主な事業＞ 

ふれ愛事業への運営協力、ボランティアだより（しゃきょ

うだより）企画編集協力、ボランティア研修会、小中学校

での福祉出前講座への講師紹介等 

 

(2)ボランティア保険加入促進 

ボランティア登録者が安心して活動するため、ボランティ

ア保険、各地域で自主的に実施される行事に係る保険（全国

社会福祉協議会の取扱）の進達を行う。 

 

総会 4月（予定） 

役員会 年 4回程度 

 

 

 

 

 

ふれ愛広場（10 月）、ふれ愛クリスマス

（12月）、ボランティアだより（年 4回） 

 

 

随時受付 

 

4.青少年ボランティア育成事業 【自主事業】  

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)ジュニアボランティア育成 

市内在住・在学の小学校 3年生から中学生を対象に、ボラ

ンティア活動の楽しさや福祉に対する理解を深めることを

目的として、参加・体験型の事業を実施する。 

＜内容＞ 

福祉体験、環境美化、ふれ愛広場・ふれ愛クリスマスへの

参加等 

 

(2)高校生ボランティア育成 

市内在住・在学の高校生が、ボランティア活動への関心を

持ち、福祉に対する理解を深められるよう関係機関との協働

によりボランティアスクールを開催する等、ボランティアリ

ーダーの育成に努める。 

＜内容＞ 

介護施設や保育施設等でのボランティア体験、ふれ愛広

場、ふれ愛クリスマス、地域イベントへの参加等 

 

【ジュニアボランティアスクール】 

令和 7年 7月～8月（予定） 

 

 

 

 

 

 

【高校生ボランティアスクール】 

令和 7年 7月～8月（予定） 

 

 

 

 

 



ふれあいのまちづくり事業 

 

1.ふれあい相談サロン事業 【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

住民の様々な相談の窓口として、気軽に利用できる相談所

を運営する。また、関係機関との連携により、相談への総合

的な対応に努める。 

(1)心配ごと相談 

＜予約＞  不要（最終受付は午後 4時まで） 

＜相談員＞ 心配ごと相談員 

 

 

 

(2)法律相談 

＜予約＞  要（1回につき 3名／各 45分間） 

＜相談員＞ 弁護士 

 

 

 

毎月第 1・3火曜日 

午後 1時 30分から午後 4時 30分まで 

※国民の祝日に関する法律に規定する

休日に当たる場合は、翌週の火曜日とす

る。 

 

毎月第 2・4金曜日 

午後 1時 30分から午後 3時 55分 

 

2.ふれ愛給食サービス事業【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

ボランティア（調理、宅配）の協力により、住民交流の促

進と安否確認を目的として、75 歳以上のひとり暮らしの高

齢者に対し昼食を宅配する。 

＜調理場所＞ 龍ケ崎市地域福祉会館 調理室  

＜利用者＞  180人（実登録者数）（令和 7 年 3月 1 日現在） 

＜ボランティア＞ 調理：16人  

宅配：39人＋婦人防火クラブ 

市内を 4地区に分け各地 

区月 1回実施 

 

3.交流サロンりゅう【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

中央支所との併設により、住民による地域活動の振興や、

交流を基調とした互助の醸成を目的として、地域住民が集

い、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりに活用できる

サロンを運営する。 

月曜日～土曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

（事前の申請による延長あり） 

 

4.善意銀行運営事業【自主事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

善意に基づき寄せられた市民からの寄付金を効果的に活

用し、当市における社会福祉活動の振興を図る。 

寄付者の意向に沿って生活困窮者や障がい者、高齢者等を

対象者とした様々な生活課題に対する支援を行う。 

なお、寄付金の募集については、当市の現状を踏まえ、必

要となる支援策を検討しながら住民・団体・企業へ周知する。 

令和 8年 1月～2月（予定） 



地域福祉推進事業 

 

1.生活支援事業【自主事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)災害見舞金事業 

龍ケ崎市、日本赤十字社龍ケ崎市地区と連携し、火災等の

災害にあった世帯に対し見舞金を支給する。 

＜見舞金額＞ 住宅が全壊又は全焼  3万円  

半壊又は半焼  2万円 

床上浸水    1万円 

 

(2)交通遺児支援事業 

茨城県社会福祉協議会と連携し、交通事故により親を亡く

した遺児の小学校、中学校卒業に際し、就学奨励金を支給す

る。 

＜支給金額＞ 8万円（予定額） 

 

(3)車いす、福祉車両貸出事業 

・車いす貸出 

  一時的な外出や介護のため、車いすを必要となった住民

に対し、短期間の貸出を行う。 

＜貸出期間＞ 概ね 10日間（原則） 

＜利用料＞  無料 

 

・福祉車両貸出 

車いすを使用する者が外出する際の移動手段として、福

祉車両の貸出を行う。 

＜対象者＞  車いす使用者、運転者、介助者のいずれかが

市内在住であること。 

＜利用料＞  無料（但し、燃料代の実費負担あり） 

 

(4)食品の提供（フードバンク） 

 生活困窮世帯に対する緊急、一時的な支援として、ＮＰＯ 

 法人フードバンク茨城と連携し食品を提供する。 

り災証明発行（龍ケ崎市）時に対応 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 3月（予定） 

 

 

 

 

 

随時受付・対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.生活福祉資金等貸付事業【県社協委託事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

【本則貸付】 

低所得、障がい者及び高齢者世帯に対し、資金の貸付けと

合わせて必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立

及び生活意欲の助長促進、また在宅福祉及び社会参加の促進

を図る。 

なお、本貸付制度の実施主体である茨城県社会福祉協議会

からの委託により、当市における貸付の申込にかかる相談や

関係機関との連携による世帯への支援を行う。 

 

【特例貸付フォローアップ支援】 

茨城県社会福祉協議会の委託により、新型コロナウイルス

感染症を起因とした生活困窮世帯を対象に行った特例貸付

の借受人に対し、フォローアップ支援及び当該支援に必要な

業務を行う。 

 

随時相談・対応 

 

 

 

 

 

 

 

状況確認等により対応 

 

3.緊急小口貸付金事業【自主事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

龍ケ崎市福祉事務所にて生活保護の申請が受理された世

帯が、生活保護費を受給するまでの間において日常生活を営

むことが著しく困難であると認められた場合に、緊急一時的

な貸付を行う。 

＜貸付限度額＞ 1世帯につき 2万円まで（上限） 

随時相談・対応（龍ケ崎市との連携） 

 

4.日常生活自立支援事業【県社協委託事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

認知症高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方

等、判断能力が不十分で親族等の援助が得られない方に対

し、福祉サービス利用手続、日常生活の金銭管理や書類等の

預かりサービス等行い、自立した地域生活を送れるよう日常

生活を支援する。 

利用契約者 27名 （令和 7年 3月 1日現在） 

随時受付・対応 

 

5.（仮称）成年後見サポートセンターの開設 新規 

事業の目的・概要 実施時期等 

 権利擁護支援として日常生活自立支援事業を実施し、判断

能力が不十分な方の地域生活を支援してきたが、更なる権利

擁護の支援体制が求められている。そうした中、権利擁護に

かかる相談支援体制の強化に向け、龍ケ崎市と検討を進め

（仮称）成年後見サポートセンターを開設する。 

下半期開設予定 

 



6.障がい者地域生活支援事業【市補助事業】 

事業の目的・概要 実施時期等 

障がいのある方の地域における生活を支えるため、当市の

実情に合わせた各種サービスを実施する。 

 

(1)スポーツレクリエーション事業 

身体、知的、精神に障がいのある方々の社会参加促進を目

的とし、スポーツレクリエーション事業への参加を支援す

る。 

＜大会名＞ 茨城県障害者スポーツ大会 

＜内容＞  競技、レクリエーション 

 

(2)点字・声の広報等事業 

視覚に障がいのある方々に対し、点訳・音訳ボランティア

による広報物等の点訳用紙や音訳ＣＤを盲人用郵便物で郵

送することで日常生活を支援する。 

①点訳 ＜協力＞ 竜ケ崎市点訳友の会 

＜内容＞ 市広報紙、時刻表、カレンダー等 

②音訳 ＜実施＞ 龍ヶ崎朗読の会 

＜内容＞ しゃきょうだより・市広報紙、議会

だより等 

(3)手話入門講座 

聴覚障がいに対する理解の促進と、地域におけるボラン 

ティアの普及を目的として手話入門講座を開催する。 

 

 

 

 

 

令和 7年 5月及び 9月（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 11月（予定） 

 

 

共同募金配分金事業【自主事業】 

 

1.老人福祉活動事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)シルバーカー購入助成事業 

高齢者の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とし、

外出時に必要となるシルバーカーの購入費用の一部を助成

する。 

＜対象＞  市内在住の 65歳以上の高齢者 

＜助成額＞ 購入金額の 2分の 1（助成限度額 5千円） 

随時受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.障がい児・者福祉活動事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)障がい者団体支援 

  障がい者団体の活動を助成することにより、障がい者の

社会参加の促進を図る。 

4月～5月に助成 

 

3.児童・青少年福祉活動事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)チャイルドシート購入助成事業   

子育て支援の一環として、自動車乗車中の乳幼児の安全確

保及び世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、チャ

イルドシートの購入費用の一部を助成する。 

＜対象＞  市内在住の乳幼児（未就学児）のいる世帯 

＜助成額＞ 購入金額の 2分の 1（助成限度額 5千円） 

随時受付 

 

 

4.福祉育成・援助活動事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

しゃきょうだより発行 

本会の運営状況やボランティア活動、共同募金に関する依

頼・報告等について広報活動を行うことで、本会の活動に対

する理解と協力、ボランティア活動に対する参加促進を図

る。また、地域活動の状況も積極的に掲載し、地域福祉の推

進を図る。 

＜発行＞ 年 4回 

＜配布＞ 全世帯、公共機関、賛助会員等 

＜内容＞ 地域活動報告、事業案内（利用案内）、 

ボランティアサークル紹介、ふれ愛レシピ等 

令和 7年 6月、9月 

令和 8年 1月、3月 

 

 

5.ボランティア活動育成事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)ふれ愛広場 

 福祉に関わるボランティア団体、市民活動団体、事業者、

企業、関係機関が、出店や運営を通して交流し、来場者が

ボランティアを体験することで、ボランティア活動の輪を

広げることを目的に開催する。 

 

(2)福祉団体・ボランティア団体の活動支援 

 福祉団体やボランティア団体の活動を助成することによ

り、地域における福祉活動の振興を図る。 

令和 7年 10月 4日（土） 

会場 

龍ケ崎市総合福祉センター 

龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 

 

 

4～5月に申請受付し助成 

 

 



6.歳末たすけあい事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)ふれ愛クリスマス 

障がいのある人もない人もすべて平等という立場で、クリ

スマスを一緒に楽しむことにより、お互いにふれあい、理解

を深めることを目的に開催する。 

 

(2)ふれ愛訪問事業 

年末年始に、ふれ愛給食サービス利用者に季節を感じられ

る料理等を届けることにより、これからも元気に過ごしても

らえるよう声かけをする。 

 

(3)歳末地域たすけあい助成事業 

年末年始において、市民の自主的な地域の助け合い活動や

支えあい活動に助成し、やさしさ溢れるふれあいのまちづく

りを推進する。 

令和 7年 12月 14日（日）  

 

 

 

 

令和 7年 12月下旬（予定） 

 

 

 

 

令和 7年 11月 1日～令和 8年１月 15日 

 

 

在宅福祉サービス事業【市補助事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

高齢や障がいのため日常生活を送る上で支障がある方を

支援することを目的に、会員制（利用会員、協力会員）によ

る家事援助等の有償サービスを実施する。 

＜内容＞   食事の支度、衣類の洗濯・補修、 

居室の掃除等 

＜提供時間＞ 1回 2時間以内で週 12時間を限度とする  

＜利用料＞  1時間あたり 650円 

月曜日～土曜日 

（日曜日、祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

 

 

元気サロン松葉館運営事業【市委託事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

高齢者の生きがいづくりや健康づくり等を目的とした各

種事業を実施するサロンを運営する。 

＜事業＞ 

はつらつサロン（太極拳、書道、俳句、詩吟、歌、手芸、

絵手紙、折り紙、囲碁、いきいきヘルス体操、元気アップ

体操、ラージボール卓球、健康マージャン、思い出を語ろ

うかい、ドミノゲーム、コントラクトブリッジ、レザーク

ラフト）、学校との交流 

所在地：龍ケ崎市立松葉小学校内 

    龍ケ崎市松葉 2丁目 9 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 4時まで 

 



生活支援体制整備事業【市委託事業】重点事業 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

  すべての高齢者が安心して暮らし続けることができるよ

う、職員が生活支援コーディネーターとなり、地域のニー

ズを把握しつつ、協議の場や地域の活動に訪問しながら、

ささえあいの地域づくりや社会参加の促進に取り組む。 

  

(1)協議体の運営 

龍ケ崎市全域に第１層協議体を、各地域のコミュニティ 

協議会を第２層協議体とし、それぞれの協議体に生活支援コ

ーディネーターを配置し、地域課題や地域づくりについての

意見交換を進め、課題解決に取り組む。 

 

(2)地域活動及び社会参加の促進 

・地域活動の支援や居場所づくりの推進など、社会資源の 

充実に努める。 

・地域における福祉活動や居場所など地域資源にかかる 

情報の収集と周知を行う。 

 

(3)地域でささえあう体制づくり 

市民の理解促進や担い手の育成を目的とした講習会等を

開催する。 

各生活支援コーディネーター（職

員）が各地域コミュニティ協議会の福

祉委員会等へ参加 

 

 

移送サービス事業【市補助事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

  外出時に車いすによる介助を必要とする等、歩行が困難な

方の通院や入退院時の移動手段として、福祉車両を使用した

移送サービスを実施する。 

 

＜対象者＞  市内在住の要介護認定において、要介護 3以

上の認定を受けている。または、視覚障害、下

肢、体幹のいずれかの身体障害者等級が 1～3

級に該当している。 

＜移送範囲＞ 県内かつ市外（概ね半径 25 キロメートル圏

内）の医療機関と自宅（入所中の施設を除く） 

      の間。 

＜利用料＞  無料（但し、燃料代の実費負担あり）。 

 

月～金曜日 

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 

午前 9時～午後 5時 

 

 

 



いきがい交流事業【自主事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)社協会長杯いばらきねんりんスポーツ大会 

龍ケ崎市ふるさとふれあい公園の設備を有効に活用し、

「いばらきねんりんスポーツ大会」の予選会を兼ねたスポー

ツ大会を開催する。龍ケ崎市長寿会連合会等の協力より大会

の盛り上げを図る。 

＜大会期間＞ 競技種目毎に４日間の開催 

＜競技種目＞  ゲートボール、グラウンドゴルフ、 

ペタンク、輪投げ 

＜出場者数＞ 約 400人（延べ） 

 

(2)利用者交流会 

長寿会連合会の協力により、施設利用者の交流を目的とし

て実施する。 

 

(3)親子創作教室（絵画） 

絵画クラブの協力により、就学児童の家庭を対象に親子参

加型の絵画教室を開催する。 

 

(4)親子創作教室（陶芸） 

陶芸クラブの協力により、就学児童の家庭を対象に親子参

加型の陶芸教室を開催する。 

 

(5)季節交流会 

施設利用者の参加型イベントとして、施設利用者の交流を

目的として実施する。 

時期 令和 7年 5月～6月（予定） 

場所 龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 令和 7年 12月（予定） 

場所 龍ケ崎市総合福祉センター 

 

 

時期 令和 7年 8月（予定） 

場所 龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 

 

 

時期 令和 7年 7月（予定） 

場所 龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 

 

 

時期 令和 7年 12月（予定） 

場所 龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 

 

 

敬老会事業【市補助事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

永年、地域の発展に寄与された高齢の市民に対し、感謝の

意をもって式典を開催し、その長寿を祝う。当市における敬

老思想と高齢者福祉に対する意識高揚を図る。 

＜対象＞ 75歳以上の市民 

（昭和 26年 3月 31日以前生まれ） 

＜内容＞ 記念式典、芸能発表等 

時期 

令和 7年 9月 15日（月・祝） 

場所 

大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化会館） 

 

 

 



総合福祉センター運営事業【指定管理事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

龍ケ崎市の指定を受け、指定管理者として龍ケ崎市総合福

祉センターの管理及び運営を行う。高齢者の自立的生活の援

助、機能の向上を図ることを目的に各種福祉事業を実施す

る。 

 

(1)高齢者福祉センター事業 

高齢者に対して、健康増進、介護予防、教養・趣味活動、

レクリエーション等に関することを総合的に供与し、高齢者

が健康で明るい生活を送り、生きがいを高めることができる

よう、各種事業を実施する。 

＜施設＞  

大浴場、健康器具室、集会室、教養娯楽室、多目的室、 

会議室、ロビー（くつろぎスペース） 

＜事業＞  

相談事業、介護予防事業、趣味教養活動等 

 

(2)長寿会事業 

高齢者が、仲間づくりをしながら各種活動を通して地域に

貢献し、生きがいを高めることを目的とし実施する。 

＜事業＞ 

長寿大学、高齢者スポーツ大会、健康マージャン交流大会、

奉仕作業、高齢者作品展、役員・会員研修等 

所在地：龍ケ崎市川原代町 5014 

 

 

 

 

月曜日～土曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐貫西口支所運営事業【市補助事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

(1)サロンの運営 

福祉のまちづくりの実現に向けて、地域の結びつきと住民

の健やかな生活を育むため、地域のボランティア等と協力し

ながら、地域住民が集い、健康づくり、仲間づくり、生きが

いづくりの拠点となるサロンを運営する。 

 

(2)支所の運営 

ボランティア活動や地域における福祉活動に関する情報

の収集・提供を行い、住民が取組む活動や地域を基盤とした

団体の活動を支援する。 

また、福祉事業や制度の案内、関係機関への橋渡し等の相

談業務を行う。 

 

(3)住民活動の支援 

①住民が気軽に立寄り、交流できるスペースを提供する。 

＜施設＞ 談話室（1階） 

②住民による地域活動に対して、予約制によりスペースの

貸出を行う。 

＜施設＞ 多目的室（2階） 

所在地 ：龍ケ崎市佐貫町 489番地 29 

 

月曜日～土曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

（多目的室については、事前の申請によ

り 21時まで延長可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス事業【自主事業】 

 

1.障害福祉サービス事業所ひまわり園 

事業の目的・概要 実施時期等 

障害者総合支援法に基づき、茨城県知事の指定を受けた障

害福祉サービス事業所を運営する。在宅の知的に障がいのあ

る人の利用事業所として、個々の能力、特性に応じ、その可能

性を十分に伸張することで家庭や地域生活の自立を支援す

る。 

＜事業＞ 

①生活介護事業 

②自立訓練（生活訓練）事業 

③就労移行支援事業 

④就労継続支援Ｂ型事業 

⑤いきいき体操 

⑥給食サービス 

⑦入浴サービス 

⑧送迎サービス 

⑨日中一時支援 

所在地：龍ケ崎市高須町 4207番地 

 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 4時まで 

 

※⑨日中一時支援は、 

・月曜日～金曜日 

午後 4時から午後 6時まで 

・土曜日      

午前 9時から午後 4時まで 

 



2.障害福祉サービス事業所あざみ 

事業の目的・概要 実施時期等 

障害者総合支援法に基づき、茨城県知事の指定を受けた障

害福祉サービス事業所を運営する。主に身体に障がいのある

人の利用事業所として、身体機能・生活能力の維持向上の訓練

や、日常生活の相談支援を行う。 

特に日々のリハビリ支援では、作業療法士（ＯＴ）が作成す

るリハビリメニューを継続して提供できる事業所としての特

色を高めていく。 

 

＜事業＞ 

①生活介護（リハビリ訓練含む） 

②給食サービス 

③送迎サービス 

④健康指導 

⑤口腔ケア支援 

⑥創作的活動 

⑦社会適応訓練 

⑧レクリエーション活動 

 

所在地：龍ケ崎市総合福祉センター内 

    龍ケ崎市川原代町 5014番地 

 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 4時まで 

 

 

3.指定特定相談支援事業 

事業の目的・概要 実施時期等 

障害者総合支援法に基づき、龍ケ崎市長の指定を受けた障

害福祉サービス事業所を運営する。 

障害福祉サービス利用に関する相談やサービス計画の作

成、契約者本人及び世帯等が抱える課題の解決を目的に適切

なケアマネジメント等を行ない、自ら望む自立した生活を送

れるよう、きめ細やかな支援に努めていく。 

また、契約者本人の障がい程度の重度化や高齢化に伴い、よ

り多様な福祉サービス等を提供していく為に、精神障害者支

援、行動障害者支援、高次脳機能障害者支援の有資格者を配置

していく。 

 

所在地：龍ケ崎市総合福祉センター内 

    龍ケ崎市川原代町 5014番地 

 

月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ふるさとふれあい公園運営事業【指定管理事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

龍ケ崎市の指定を受け、龍ケ崎市ふるさとふれあい公園の

管理・運営を行う。市民が自然の中で創作活動やスポーツを楽

しむ憩いの場として、利便性の向上に努める。 

 

＜施設＞ 

アトリエ（和室、工作室及び窯室）、ゲートボール場、多目

的グラウンド、ディスクゴルフ場、グラウンドゴルフ場、野

外ステージ、バーベキューエリア等 

所在地：龍ケ崎市高須町 4145番地 

 

火曜日～日曜日、祝日 

（祝日の翌日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 6時まで 

※10月～4月は午後 5時まで 

 

 

障がい者自立化支援事業【自主事業】 

 

事業の目的・概要 実施時期等 

障がいのある方々が販売経験を重ね、住民との交流を深め

る機会を得るとともに、障がい者福祉に対する理解が一層深

まることを期待し、各事業を実施する。 

 

(1)福祉の店りゅう 

中央支所に併設した物販コーナーの運営により販売実習の

場を提供する。 

 

 

・福祉の店移動販売 

コミュニティセンター等の協力を得ながら移動販売のス

テーションを開設し、地元農作物や米、持ち運びに不便する

日用品等の販売を実施する。また、週 2回、米及び日用品の

宅配サービスを実施する。 

販売拠点   12箇所 

 

(2)福祉の店まいりゅう   

 佐貫西口支所内に設置した喫茶・物販コーナーの運営によ

り販売実習の場を提供する。また、物販の取扱い障がい福祉サ

ービス事業所の拡充に努める。 

 

(3)福祉の名刺屋さん 

中央支所にて市内公共機関、民間事業所、個人等から幅広く

受注し、専門機材を用いて名刺を作成し販売する。 

 

 

 

 

月曜日～土曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

 

 

宅配サービス 毎週火・金曜日 

 

 

 

 

 

 

月曜日～土曜日 

（祝日、年末年始を除く） 

午前 9時から午後 5時まで 

 

 

随時受付 

 


